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統計に関わりのあった明治期の警察官僚 佐和正 

 

 

佐和 正 さわ ただし 

（1844-1918） 

 

 

 

弘化元年（1844年）仙台生まれ。藩校・養賢堂で学ぶ。弾

正台（太政官に設置された警察機関・のちに司法省に合併）、

司法省を経て、明治 7年（1874年）、新たに設立された、東

京警視庁に入り、川路利良（大警視（警視総監に相当） ）に仕え、

明治 12年、川路大警視欧州差遣に随行、明治 18年、伊藤博

文清国差遣に随行、その後、内務省勤務を経て青森県知事に。 

 

【参考資料】、【写真】：大岡力「地方長官人物評」（国立国会

図書館デジタルコレクション） 

 

１ はじめに 

統計局刊行の統計史に関する情報収集をしていたとき、た

またま、岩倉規夫（元国立公文書館長）執筆の「『総理府統計

局百年史資料集成』の刊行を喜ぶ 」（雑誌「統計」昭和 48年

1973年７月号所収）に出会い、その記事から総理府統計局百年

史資料集成に佐和正が登場していることを知りました。これ

も何かの縁と思い、佐和正と統計との関わりについて調べて

みましたので、その結果を紹介します。 

 

２ 政表掛会議のスタート 

総務省統計局の前身となる組織は明治 4年（1871 年）に

太政官に政表課がスタートしたのが始まりです。太政官政

表課の主要業務は、総合統計書（日本政表など）の編纂で

した。明治８年９月太政官の機構改革により政表課は五科

政表掛となり、杉亨二は、これを機に上申を行い、大蔵省

統計寮、内務省戸籍寮と政表掛の合併を要望しました（「政

表課誌」明治８年 10月）。これは実現しませんでしたが、

各省の担当者を集める会議「政表掛会議」を設けることと

なり、明治９年６月に第１回会議がスタートしました（明

治 10年３月まで開催）。総合統計書の編纂に際しては、各

省との連携調整が必要となることは想像に難くないところ

であり、こうした会議はできるべくしてできたように思い

ます。 

政表掛会議は、外務・内務・大蔵・工部・司法の 5省の

主任で構成され、その趣旨は「政表取調方法は主として各

庁担任の事務を講究するは勿論なれども政表は国家人民一

般の所行所業上に於て現出するところの事実を探討し、其利

害得失を表章することを務むるが故に此に会する各庁政表

掛の官員は一偏に拘泥することなく互に協議して広く事実

を彙集弁明すべき事」とされています（第五科政表掛会議

規則第１条）。 

●第五科政表掛会議規則 

 

【画像】総理府統計局百年史資料集成 第一巻 総記 上 

 

３ 政表掛会議へのメンバー追加 

 明治 9年（1876年）10月から警視庁及び東京府の主任が

政表掛会議のメンバーとして追加されました。 

●政表会議ヘ警視庁及ヒ東京府政表掛出頭候様御達相成度伺 

 

【画像】国立公文書館デジタルアーカイブ 



４ 政表掛会議に警視庁から参加した佐和正 

 明治 9年（1876年）10月に政表掛会議のメンバーが追加

されることとなり、同月 17日の会議に警視庁から佐和正が

参加しています（佐和正の出席は同日のみ）。当日の会議の

記録によれば、警視庁関係では「賊を調べること」（生国

郡、年齢、職業、配偶関係、賊をなす原因等、初犯・再犯

の別）、「自殺を調べること」（生国、年齢等、自刃首縊身投

等、自殺の原因）について毎月警視庁より出すことに決し

ました。同日の会議議事録をみると、杉亨二（太政官）と

佐和正（警視庁）のやりとりが記録されています。 

●明治 9年（1876年）10月 17日の政表掛会議 記録 

 

【画像】総理府統計局百年史資料集成 第一巻 総記 上 

 

●明治 9年（1876年）10月 17日の政表掛会議 議事録 

 

 

 

 

【画像】総理府統計局百年史資料集成 第一巻 総記 上 

 

５ 雑感 

黎明期における統計行政の分野で、組織間の事務につい

て調整の必要が生じることは、普通に想像できます。統計

行政の発達の過程で、事務事業等が安定するまでは紆余曲

折があったと考えられます。また、分散型の統計機構のも

とでは、いかに、省庁間の調整機能が大切かということを

実感しました。また、今回の調べもので、総合統計書にお

ける警察関係の統計の整備で佐和正が関わったことを後世

に伝えたいと思います。ちなみに、「明治九年 日本政表 警

察の部（明治 12年 12月発行）」（【別記】参照）をみると、

明治八年日本政表（明治 12年 2月発行）」までは自殺に関

する統計は東京府のみ掲載されていましたが、明治九年日

本政表では地方別の統計が掲載されており、警察官僚であ

る佐和正が参加した明治 9年（1876年）10月の政表掛会議

が契機となり、総合統計書における警察関係の統計の充実が図

られたとも考えられます。 

【あとがき】 

佐和正は、川路利良述「警察手眼しゅげん」（1876 年）の校閲を

担当しています。同書は警察官に対する訓話、語録をまとめた

もので、特に「声無きに聞き 形無きに見る」は警察関係者に

はよく知られているようです。このフレーズは、はからずも統

計をみる上での分析力の重要性と共通するものと感じました。 

 

← ･･････（略）･･････ ← 

･･････（略）･･････ ← 



【別記】 

明治九年府県及び開拓使管轄地方の事故 

【画像】明治九年 日本政表 警察の部（明治 12年 12月発行）（総務省統計図書館蔵書） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】日本政表における本邦自殺統計の来歴 
統計集誌. (351) に、高橋二郎「本邦自殺統計の来歴」が所収されており、そのポイントをここに紹介します。 
 来歴 
明治七年 日本政表 警察の部 
（明治 10年 9月発行） 

自殺統計は警視庁より差出せる調書により東京府の分のみを掲ぐ 
※「明治７年１月に至り警察事務は内務省の所管に属し府県の調書漸く集まり太政官政表

課において始めて三府二十県の賊難に係る事故を表章することを得たる」旨の記述あり。 
明治八年 日本政表 警察の部 
（明治 12年 2月発行） 

同上 

明治九年 日本政表 警察の部 
（明治 12年 12月発行） 

始めて府県開拓使の数を調ぶ 
※自刃と縊死を別掲、溺死も別掲。 

※「内務省より上申せる府県開拓使の調書による」の記述あり。 

※男女別表章なし、琉球を欠く。 
明治十年 日本政表 警察の部 
（明治 13年 5月発行） 

前年同様 
※西南の乱により、鹿児島県の全データ、大分県・熊本県の特定月のデータを欠く。琉球

を欠く。 
明治十一年 日本政表 警察の部 
（明治 14年 3月発行） 

始めて男女別を調ぶ 
※東京府は、先行して明治７年から男女別に調べていた 

【注】「明治六年 日本政表 司法処刑ノ部 陸海軍処刑ノ部 聴訟ノ部 警保ノ部」（明治 9年 3月発行）では東京府下におけ
る、変死者の数のほか、邏卒らそつ(警察官)に救われし者で「溺死せんとする者」、「自縊せんとする者」、「自殺自刃せんとする者」
などの数の掲載あり。 

自殺関係 

明治八年までは東京府内の調しらべのみ載せし

が･･･九年に至り府県及び開拓使管轄地方の

調しらべ始めて整うをもって今原書事故表に拠

り表すること左の如し 
表中溺死せんとする人の内身投げ

する者誤って溺るる者等の区別な

きは八年警察政表に同じ 

 
・自刃(じじん):刀剣を用いて自分の生命を絶つこと 

・自縊（いし）:首吊り死 


